
長野市の現状と今後の介護予防ケアマネジメントの方針について 

１ ケアプラン作成の基本的視点 

  ●２つの自立支援『期間限定的自立支援』と『永続的自立支援』 

  ●その人の生活していた日常生活に戻れるよう支援するマネジメント 

   ～自立支援型のケアマネジメント～ 

２ サービス利用の現状 

  ●介護予防・日常生活支援総合事業の検証結果（抜粋）から 

３ 適切なサービス利用のために市が行っていること 

  ①自立支援のための個別ケア会議 

   ・自立支援・介護予防の観点を踏まえて、多職種協働で支援方法を検討 

   ・地域包括支援センターが輪番でケアプランの提供および助言者を担当 

   ・各地域包括支援センターでの実施に向けて準備中 

  ②状態像の目安の提示および確認報告書の提出（10 月１日から） 

   ・総合事業の利用者に対し、状態像の目安および基準を示すことにより、相当サービスが必

要な状態にある利用者に適切なサービス提供を行うために実施 

   ・現行のサービス利用を制限するものではない 

  ③市民への啓発 

   ・講演会、広報誌など 

４ 適切なサービス利用に向けて 

  ●現場の声がケアプランを変える 

～個別ケア会議、サービス担当者会議を活かす～ 
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